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平 成 ２ ５ 年 第 ２ 回 教 育 委 員 会 定 例 会 

 

平成２５年第２回教育委員会が平成２５年２月１４日午前９時３０分に招

集された。出席委員、議事の大要は次のとおり。 

１ 日  時   平成２５年２月１４日（木） 午前９時３０分から 

２ 場  所   第２委員会室 

３ 付議案件   別紙議事日程のとおり 

４ 出席委員   稲 田  瑞 穂（教育委員長） 

伊豆倉 和惠（委員長職務代理） 

松 村  重 樹（委員） 

植 松  紀 子（委員） 

東 田   （教育長） 

５ 出席説明者  海老澤 敏 明（教育部長） 

岸  典 親  （国体準備担当部長） 

坂 田  篤  （指導課長） 

粕 谷 靖 宏 （教育総務課長） 

細 山 克 昭 （教育総務課副参事） 

清水  明   （統括指導主事） 

重 山 直 毅 （指導主事） 

古 見  毅 （指導主事） 

伊 藤 高 博 （図書館長） 

森 田 善 朗 （博物館長） 

 

６ 書  記   田 中 留 美   

７ 傍 聴 者   なし 
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平成２５年第２回清瀬市教育委員会議事日程 

 

平成２５年２月１４日 

午  前  ９時  ３０分 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

 伊豆倉 委員 

 

日程第２ 教育長より報告 

 

日程第３  教育委員より報告 

 

日程第４ その他  学校防災マニュアル改訂版について 

 

日程第５ その他  平成２５年度教育予算概要（案）について 

           

日程第６ その他  今後の日程について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 議事の日程並びに議事の大要並びに議決事項 

委員長が開会を宣言し、議事に入る。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

委員長が伊豆倉委員を指名。 

 

（稲田委員長） 

 平成２５年第２回清瀬市教育委員会定例会を開催いたします。 

 日程第２教育長より報告お願いします。 

 

（東田教育長） 

 おはようございます。インフルエンザが少し下火になってきまして、学級

閉鎖はもう増えていません。これで収まればよいなと思っていますが、その

次は花粉症が流行ってきていてなかなか一筋縄ではいきません。「福寿草家族

のごとくかたまれり」。福寿草がたくさん咲いていて、土日になんでこんなに

車が多いのかと思ったら、それを見に来ている観光客でした。 

 さて、２月２日と９日にスーパードッジボール大会がありました。３・４

年生が２日、５・６年生が９日に実施し、大変盛況でした。３・４年生は３

０チーム２６４名、５・６年生は４０チーム３５１名の参加がありました。

いつもちょうどスーパードッジボール大会の時期にインフルエンザが流行り

ます。終わってから爆発的に広がることもあり今回心配したのですが、イン

フルエンザの情報はまだ入っておりません。 

 ２月８日には教育委員会表彰がありましたがすごかったですね。四中の吹

奏楽部が全員参加していたらどうなっていたことかと、壮観であったと思い

ます。９年間の皆勤賞を差し上げた五中の生徒もすごかったですね。こうい

うことで表彰できることはすごく良いです。保護者も喜んでいましたし、委

員長のあいさつも素敵でした。 
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 その前の日の２月７日に都教委主催で校庭の芝生化宣言というものがあり

ました。そこに私と坂田指導課長で出席しました。杉並区の和泉小学校とい

う、平成１３年度から東京都で一番初めに芝生化を進めた学校だそうで、全

面芝生でした。そこでは朝６年生が校庭全面にかけてあるシートをはがし、

帰りに５年生がシートをかけて帰るのだそうです。ずっとその取組みをして

いるそうです。 

東京都は都内の全ての学校を芝生化したいと考えています。ただし全面芝

生化とは限りません。それに賛同した１１の区市町村が集まって舞台の上に

上がり、一言ずつ話をしました。まず東京都の比留間教育長が東京都の芝生

化宣言をし、続いて区市町村の教育長が芝生化の話をしました。今年度は六

小と七小で芝生化を行いました。六小は小さいほうの校庭を芝生化しました。

来年度は八小と四中を芝生化します。再来年度は芝小と清明小というふうに、

これは大規模改修工事が終わった学校でないと芝生化が難しいということが

ありますので、後でまたご説明いたします。そうすると残っている学校が小

学校２校と中学校２校ですが、清中・二中は全面芝生化というのは難しいか

もしれません。二中は以前テニスコートがあった裏のほうの校庭を芝生化で

きたら良いなと思っています。工夫しながらなんとかやりたいなと思います。 

 本日の議題は清瀬市立学校防災マニュアル改訂版の概要説明、まだ議会承

認されていませんが平成２５年度の教育予算が内示されましたのでそれにつ

いての説明、その他の今後の日程の所で卒業式の出席の関係です。その後管

理職の人事案件について全員協議会を開きたいと思います。終了後芝山小学

校に大規模改修工事完了後の参観に行きたいと思います。午後は七小と二中

の研究発表会があります。よろしくお願いいたします。 

 

（稲田委員長） 

教育部長報告お願いします。 
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（海老澤教育部長） 

 おはようございます。先日平成２５年度の予算内示がありましたので、学

校に関する内容のものについてご説明いたします。細かい内容につきまして

はお手許の「平成２５年度教育予算概要（案）」に基づいてお話をしますが、

まず主なものといたしまして１点目、学校緑化推進事業費についてでござい

ます。校庭の芝生化につきましては平成２５年度に八小と四中の工事費・工

事監理費・備品購入費が予算計上されております。あわせて平成２６年度に

向けて芝山小学校と清明小学校２校分の工事実施設計委託費が計上されてお

ります。 

２点目は学校防災対策事業の関係です。後ほど学校防災マニュアル改訂版

のご説明をしますが、それに先立ちまして備蓄関係の話をいたします。備蓄

の関係につきましては帰宅困難に伴う子どもたちの扱いですとか、教職員が

帰宅困難になった場合の備蓄食料や防災器具について財政課より防災防犯課

で一括して予算措置するという方向性が示されました。防災防犯課で避難所

に備蓄する食糧等を共用することになりました。また災害時のためにマンホ

ールトイレを５基ずつ避難所３校に設置する予算が計上されております。設

置校は下水道本管の耐震化が済んでいる地域にあります八小・清明小・三中

を対象とする予定です。 

 ３点目は、昨年８月に通学区域の見直しを行い、教育委員会で議決される

際に条件として示されました芝山小学校通学児童への交通擁護員の配置につ

いても予算化されました。 

 ４点目に学校医の件で、これまでなかなか選任することができなかった眼

科医について、清瀬市医師会の体制が整ったことから予算を要求しまして措

置されました。これで長年の懸案事項でありました専任の眼科医による検診

が可能となります。児童・生徒の健康管理の充実が図られることと思います。 

 ５点目に給食業務関係でございます。これは一部の牛乳保冷庫や野菜切り

器などの大型調理備品の入れ替えを予定しております。加えて、現在ポリプ
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ロの食器を小学校で使っておりますが家庭で使っている磁器食器になるべく

近づけようということで、PEN食器を一部の学校に導入します。磁器食器も

検討したのですが、低学年に配膳させることが難しいということで、色も感

触もポリプロよりも良い PEN 食器に切り替える予算を 3 校分措置されまし

た。対象校は民間委託をした学校を優先的に実施したいと考えております。

教育委員会としては今後毎年３校ずつ３年間で入れ替えを実施したいと考え

ておりますが、財政課と協議していかなければならないと思います。また、

今年度より清小と芝小で民間委託を実施しておりますが、２６年度から正規

職員の職員数などを勘案して民間委託を拡張することを検討していきたいと

思います。 

６点目に大規模改修工事関係でございます。平成２５年度に工事を行う八

小のトイレ及び五中の大規模改修工事につきましては今年度の３月議会で補

正予算措置をしたいと考えております。同時に繰越明許して来年度に備えた

いと思います。また、２６年度に向けて第三小学校の北校舎・第二中学校の

大規模改修、それから清明小学校のトイレ改修工事をするための実施設計に

ついて予算措置をしております。そして三中のプールサイド等の改修工事も

予算措置されております。 

以上予算内示内容の主な部分でございますが、もう少し詳しい内容につき

ましては後ほど各課よりご説明いたします。以上です。 

 

（稲田委員長） 

 ありがとうございました。ご質問ありましたらどうぞ。特にないようです

ので日程第３に移ります。教育委員の報告お願いします。 

 

（松村委員） 

 前回の定例会後の活動ですが、１９日土曜日に四中の学校公開に行ってき

ました。３年生は受験に向けてほとんど机にかじりついているだけの状況だ
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ったのであえて入りませんでした。２年生と１年生を見ましたが落ち着いて

学習している様子でした。以前のやんちゃな子たちがいたころと比べて本当

に変わったなと印象を受けました。 

 ２５日の金曜日に六小の研究発表会に行きました。こちらは体育の授業を

実施しており３つほど見学しましたが、南側の校庭で実施していた授業に関

してはとても先生の指導力が素晴らしいなと思い感心して見ていました。あ

とは表現として忍者のまねをするという手法を取り入れた授業があったので

すが、ちょっと子どもたちにわかりにくいかなという印象を持ちました。 

 それと郷土博物館にご相談があったのでしょうか、さいたま民俗文化研究

所というところが清瀬市の文化をいろいろ調査研究されているということで、

教育委員としての活動ではありませんが、地元の稲荷講で私は講員をやって

おりそちらでスタッフの方お二人といろいろ話をしました。とかく神様事と

して表現してしまうと宗教ととられてしまうのですが、これはあくまで地域

の伝統的な文化という観点で調べられているということで、とても良いこと

だなと思いました。たまたま自分が関わっていることだったので、愛着をも

って色々とお話をすることができました。私自身、長い歴史のちょっとだけ

しかわからない部分があるので、そういうのがまとまれば自分ももう少し勉

強できるし、次の世代や周りにも色々伝承していけたらなと思います。以上

です。 

 

（森田博物館長） 

 今、清瀬の伝統文化を将来に残すための双書の作成に向けて、さいたま民

俗文化研究所に取材を委託し調査をしています。寺院等にも取材をさせてい

ただき、清瀬ならではの伝統文化を後世に文書に残していこうと進めている

こところです。今後もご協力いただくことがあると思いますのでよろしくお

願いいたします。 
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（伊豆倉委員） 

２５日に八小の研究発表会に参加してきました。子どもたちが生き生きと

取り組む体育ということで午後２時間授業があったのですが全て体育関係を

試みていました。鬼ごっことか新しいゲームをやっていたりとか、あとは走

ったりとか、一番多かったのは縄跳びでした。ほかにパワーアップタイムと

いうのが授業と授業の間にありまして、子どもたち全学年が一斉に縄跳びを

していました。今回は縄跳びでしたが、色々なことをやっているそうです。

全校一緒に縦割りで体力向上と人間関係を深める時間を作っているとのこと

でした。あとは講演会がありまして、バルセロナオリンピックの４００ｍリ

レーでアンカーをつとめた杉本先生の「関わり合いの中で育まれる体力」と

いう話がありました。 

 その他にスーパードッジボール大会の高学年の部を参観しました。子ども

たちはとても元気でした。毎年子ども達のエネルギーってすごいなといつも

感じます。お父さんやお母さんたちもすごくいっぱい来ていて、これは親が

監督にならないとチームが作れないということがあって、親も一所懸命にな

っているのだなと感心しながら帰ってきました。以上です。 

 

（植松委員） 

１月２２日、五中での人権教育に関する研究発表会に行ってきました。「互

いに高めあい思いやりの心のある生徒の育成」という題で、全学年が道徳と

か技術家庭科とか全部の教科について命に関係している授業をやっていまし

た。それぞれの取り組みの中での「命」という感じだったと思います。その

後にハンセン病のことで平沢先生から講演があり、たくさんの方がいらっし

ゃり、１時間ちょっと平沢先生は立ちっぱなしでお話されていて階段を下り

るときは足がふらついていらっしゃったのですが、皆さん立ちっぱなしでお

話されることを心配しており、あとであんなに長い時間たちっぱなしでお話

することはないと伺いました。私は初めて平沢先生の話を聞かせていただき、
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心を打つ話だなと思いました。この講演会は一部保護者の方もいらっしゃい

ましたが主に先生方に向けてのものでしたので、教育に関係したお話がたく

さんあったなと思いました。命に関してこれだけ一斉に、生徒も先生方も保

護者も一致して取り組む姿はすごく素敵なことだと思いました。 

 ２月５日に東京自治会館で発達障害のことで佐々木正美先生から講演があ

りました。佐々木正美先生は現在大学の教授でいらっしゃいますが、ずっと

自閉症の子供たちに取り組んできた方です。今は自閉症ではなく発達障害と

呼び、実は発達障害スペクトラムという名前に移行してきています。そのこ

とについても佐々木先生から非常に丁寧に具体的に話があって、学校教育の

中でこういう子どもたちをどう扱っていったらよいのか、どう教育していっ

たらよいのか非常に具体的に説明されていました。終わってから有る東京都

の先生が質問されたのは「発達障害という名前がいけないのではないか。非

常に特徴のある子どもたちなので、『障害』というくくりでくくってしまって

はやはり誤解をするのではないか。」ということでした。佐々木先生は「僕は

77歳でそこまで考えられないので、教育関係者がもっと適切な名前をつける

べきだ。」と指摘されていました。これもある意味一致して発達障害 PTSD

と言われるのですけれども、そういう子どもたちに関してあれだけたくさん

の教育委員の方たち、教育長を含めたくさんの方がお話されたというのも、

私はもう一度自分でまとめるという意味で勉強になったなと思います。実際

に子どもたちにどう接していくのか、PTSDの子ども達に関してはもう少し

丁寧なアプローチをするべきかもしれないなということを改めて感じました。

佐々木先生がアメリカから仕入れた教育の仕方で ” TEACCH ” といプログ

ラムがあるのですが、これをもう一度見直そうかなと自分自身でも思った勉

強会でした。以上です。 

 

（稲田委員長） 

 私から２点報告します。１点は１月２５日の研究指定校発表会について、
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五中は２年間よく頑張ったなと感じております。私の記憶の限りでは中学校

で人権尊重教育の研究指定を受けた学校がないのです。人権尊重教育はすべ

ての教科・すべての領域に関係してきていて、それをまとめるというのはな

かなか難しい研究なものですからみんな尻込みするのですけれども、五中で

は良い指導をされているなと感じました。本当に良い研究だったと思います

し、先生方も色々な意味で勉強になったのではないかなと思っています。 

 もう１点は２日と９日、スーパードッジボール大会に行ってまいりました。

今年は去年に比べて暖かい感じを受けました。寒い感じを受けなくて良かっ

たのですが、これでも冬ですから寒いです。ほほえましいのは自分たちのチ

ーム名にキャラクター名をつけるなど、色々な名前をつけているのが良いな

と改めて感じました。最近流行りの「ワンピース」なんていう名前をつけて

いるのですけれど、同じ名前があった場合はどうするのでしょうか。ほほえ

ましい良い感じがしました。以上です。 

 

（伊豆倉委員） 

 １件追加します。１月３１日に命の教育フォーラムがありました。いつも

より人が集まっているなと思いました。ただ先生方が多いように思いました

ので、これから一般の保護者も声をかけて増やしたいなと思いました。やは

り聞いておくのと何も知らないのとでは全然違うと思いますので、そういう

勉強をしている親を増やしていくこともとても大事なのではないかなと思い

ましたので、もう少し人集めの努力が必要だと思います。 

 

（植松委員） 

 実は私も４時過ぎだったのですが行きました。幼稚園を回っておりまして、

主任が参加したいと言い急遽参加しました。幼稚園に案内は配られているの

か聞いたところ、ちらっとしか見ていないようでした。幼稚園の親にとって

も大事なので、４~５歳くらいに命とか人間とかヒトとかいうことをすごく
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意識しだす時期に入っていきますから、そのことを意識させるためにも幼稚

園の親たちに聞かせたかったなと思いました。結局小学校では遅いこともあ

り、いじめは幼稚園でも始まっていることがあります。一応配られてはいた

みたいですが、幼稚園ではちらりと見ていただけだそうで、頭になかったと

言っていました。ちょっと残念でした。 

 

（松村委員） 

 ３１日に私は参加できなかったのですが、こういうタイミングで１４校連

絡協議会にお声掛けするというのはどうでしょうか。各校の PTAだったり保

護者の会だったりの集まりですから、そことうまく連携すれば PR が可能だ

と思いますのでご検討ください。 

 

（稲田委員長） 

 日程第４に移ります。学校防災マニュアルについて、教育総務課長お願い

します。 

 

（粕谷教育総務課長） 

 １月に改訂いたしました「清瀬市立学校防災マニュアル改訂版」について

ご説明いたします。清瀬市立のすべての小中学校は清瀬市地域防災計画によ

って避難所として位置付けられています。これまで平成１８年度に策定いた

しました学校防災マニュアルにより災害発生時の行動指針が示されていた所

でございますが、平成２３年３月に発生いたしました東日本大震災を教訓に

発災時における児童・生徒の安全確保、避難誘導、保護者への連絡・引き渡

し等に加えまして、地域住民が避難所として利用するための運営につきまし

て学校職員の行動を定めた実効性の高いマニュアルを策定することを目的に

学校防災マニュアル見直し検討会を設置しまして検討してまいりました。委

員には学校の校長・副校長、教育委員会事務局の部長・参事、見直し中の地
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域防災計画との整合性を図るため総務部長や防災担当部署、学童クラブの担

当課にも検討委員として参加していただきました。お手許に配布しておりま

す学校防災マニュアル改訂版を、１月２４日に検討委員会の委員長である清

瀬第二中学校の折田校長より東田教育長へ検討内容の報告をしていただいた

ところでございます。 

 それでは学校防災マニュアル改訂版の概要をご説明いたします。まず５ペ

ージをご覧ください。「４ 災害発生時の基本的対応」でございます。「災害

発生時の児童・生徒の安全確保」ではアの児童・生徒が在校中の場合、震度

５強以上の地震が発生した場合は学校に留め置き保護者に引き渡しを行う。

また震度５弱以下であっても交通機関が混乱する場合にあっては保護者が帰

宅困難になることが想定されることから、児童・生徒が帰宅後に一人で過ご

すことがないよう留め置くこととしました。学校からは一斉配信メールやウ

ェブページにより、学校で保護していることを発信することとしております。

児童生徒の引き渡しにつきましては保護者から提出されている緊急引き渡し

カードに記載のある方に原則として引き渡すこととし、保護者以外に引き渡

す場合は保護者に確認が取れた場合のみとすることとしました。また発災時

に通信手段が混乱することが予想されますので、災害発生時には保護者が学

校へ直接来ていただくくよう日頃から周知していただくようにしました。次

にイの児童・生徒が登下校中の場合は、自宅または学校のどちらか近いほう

に避難し、自宅に保護者が不在の場合は学校に避難し学校では保護者が迎え

に来るまで預かる。学童クラブにおいても同様の対応としております。 

 次に６ページの（２）の「学校に留め置いた児童・生徒への対応」でござ

います。児童生徒を安全な場所に集め、防災備蓄庫から食事や防寒具を提供

して安全安心な環境を整えることとしております。また、学校では留め置く

時間が長期間になる場合を想定した訓練を日頃から行い、防災担当所管との

避難者用に設置してある学校防災倉庫の備蓄食糧・毛布・資機材を児童・生

徒及び教職員が緊急に使用する場合は災害対策本部に報告することといたし
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ました。この点につきましては防災担当と協議をしまして、校舎内に備蓄品

が防災倉庫として配備されますので、こちらを留め置いた児童・生徒及び帰

宅困難になった教職員について防災備蓄品を使用する場合は防災防犯課への

伺いは必要とせず、報告するだけで良いこととしました。 

 次に緊急に避難場所・避難所を開設するための準備では、避難所は体育館

だけでなく、避難者の数によっては校舎の一部も避難所になることを想定し、

学校の施設ごとに教室等の使用実態に合わせた優先順位を決めておくこと及

び、予め開放エリアと非開放エリアを設定しておくこととしました。 

 避難場所・避難所の開設手順では、避難場所・避難所の定義の中で避難所

の開設期間は７日間、体育館については避難者の状況により開設期間を延長

するとしました。避難場所の開設は一時的な避難場所として校庭の開放を想

定しており、長期化する場合は体育館も開放することとしています。 

 避難所の開設については、震度５強以上の地震で多数の避難者が想定され

る場合に災害対策本部長である市長の命令により全ての避難所を開設すると

して、震度５弱以下の場合においては避難者の状況により開設することとし

ています。避難所の開設方法では、学校避難所の鍵の管理について記述して

おります。鍵の管理は①市災害対策本部の職員、②学校の施設管理者である

校長・副校長、③避難所運営協議会を構成する自治会の代表の３者が管理す

ることとなっております。また、開放エリア・非開放エリアを区分し、開放

エリアのうち優先順位を設けて１次は体育館、２次は２階以上の教室とし、

非開放エリアには立ち入り禁止区域を明示することとしています。 

 次に、災害時の学校職員の組織につきましては、市災害対策本部長から避

難所の開設命令が発せられると災害対策本部が設置され、学校毎に学校本部

を筆頭に７つの班を設置することとしています。 

 避難所開設と運営が円滑に行われ、地域住民との協議が日常的に行うこと

ができるよう学校毎に設置する「避難所運営協議会」が新たに盛り込まれて

います。協議内容としましては避難所の開設・運営について、学校の実施し
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ている防災教育・防災組織、地域ぐるみの防災訓練について、協議していた

だきます。協議会の委員は①自治会長等の地域住民の代表、②校長・副校長・

学校安全担当教員、③防災関係機関及び自主防災組織・防災関係団体の代表、

④保護者会の代表、⑤民生児童委員・保護司で構成されます。この運営協議

会の会議は年２回以上開催することとし、第８条に規定する協議会本部会議

は年１回程度教育委員会及び市の防災担当をはじめとする関係部局、学校毎

の運営協議会の会長に出席していただき開催し、各運営協議会での決定事項

を報告していただくこととしています。それとともに会長は本部会議での決

定事項を運営協議会に持ち帰り、委員に周知徹底することとしています。 

 災害発生時間帯別初動体制では、大揺れ後の余震の来襲５分から１時間後

の行動、発災の時間帯を４つに分けまして①児童・生徒が在校している時間

帯の災害、②児童・生徒が登下校中の時間帯の災害、③休業日(土・日曜等)

で職員等の一部が在校中の災害、④早朝・夜間等の学校職員が不在時の災害 、

それぞれの時間帯で取るべき児童・生徒の対応と避難者への対応を時系列で

掲載しております。また⑤としまして、校外活動中に災害が発生した場合を

想定し、児童・生徒の安全確保・状況の報告・避難後の対応について記述し

ています。 

 次に、施設安全点検マニュアルとしまして学校の巡回・巡視班が災害対策

本部職員と合同で避難所となる体育館及び校舎の使用可否を確認するための

点検報告と、安全点検チェックリストを載せております。 

 資料の「避難所一覧」では体育館の収容人数、災害時優先電話番号を記載

しています。 

 このマニュアルの「はじめに」で記載しておりますが、各学校がこのマニ

ュアルを基本として学校施設や校種、教職員の人数、学童クラブや放課後子

ども教室など様々な状況を踏まえて、学校毎に具体的で実効性のある学校防

災計画を策定していただくことを要請しています。 

 最後に、マニュアルは保護者を含めた地域住民にも広く周知することを目
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的として、市のウェブサイトにも掲載していきたいと考えております。雑駁

ではございますが以上で学校防災マニュアル改訂版の概要説明を終わります。 

 

（稲田委員長） 

 見直し検討会で学校防災マニュアルを検討し、改訂版を出していただきま

した。概要を説明していただきましたがご質問はありますか。後ほど詳しく

ご覧になってご質問等がありましたら教育総務課長にお尋ね頂ければと思い

ます。ご苦労様でした。 

 次に移りたいと思います。日程第５その他、平成２５年度教育予算概要（案）

について、各所管課からお願いします。 

 

（粕谷教育総務課長） 

平成２５年度教育予算（案）の概要につきまして、教育総務課所管部分の

ご説明をいたします。 

 １点目は学校緑化推進事業でございます。この事業は校庭芝生化と緑のカ

ーテン２本立ての事業です。 

校庭芝生化については、本年度第六小南校庭及び第七小の２校の工事を行

いました。平成２５年度は第八小及び第四中の２校の工事を予定しておりま

す。さらに平成２６年度の工事予定といたしまして芝山小と清明小２校の工

事を計画しており、工事に向けた実施設計を平成２５年度に行います。工事

予算の内訳でございますが第八小学校が８千万円、第四中が９千万円、併せ

て工事監理費の内訳が第八小学校８０万円、第四中９０万円となっておりま

す。 

緑のカーテン事業につきましては教育総合計画マスタープランに基づきま

して年々取り組みを拡大してきたところですが、平成２４年度は夏休み前に

小学校６校のエアコンの設置工事と重なったことと、第二中につきましても

屋上防水工事を行いましたことから、本年度は一部の学校で未実施となって
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おります。平成２５年度につきましては、こちらの事業の予算措置が平成２

４年度と比較で約４分の１に減額となっております。このため重点校を６校

程度に絞って実施していこうと計画しています。重点校以外でも希望する学

校には肥料や苗などを提供したいと考えています。 

次に災害時に避難所となる学校施設の防災品の強化といたしまして、マン

ホールトイレを設置する予算を計上しております。マンホールトイレは災害

時に水道が使用できなくなった場合でもあらかじめ屋外の地下に埋設してい

る下水道管に縦穴で接続をしておき、災害発生時に縦穴の上に便座と簡易テ

ントを設置して屋外でトイレが使用できるというものです。プールの貯留水

をバケツで汲んで流すことを想定しており、設置できる学校は下水道の耐震

化が終わっている第八小・清明小・第三中の３校で、１校につき５基の便器

を設置する計画です。 

３点目は交通擁護員の増員配置でございます。これまで児童の通学の安全

を配慮して清瀬小南側のけやき通りの横断歩道と、第七小の児童が横断する

小金井街道の清富士交差点に擁護員を配置しておりましたが、本年４月から

実施される通学区域の変更に伴いまして元町一丁目の児童が小金井街道を横

断する際に交通擁護員１名をシルバー人材センターへ委託し配置する予算１

２９千円が措置されています。 

４点目は学校の周年行事に伴います記念誌の予算計上でございます。平成

２５年度には芝山小の６０周年、第三小の５０周年、第八小の４０周年の３

校が予定されております。このうち５０周年の第三小につきましては周年式

典の実施を予定しております。残りの２校につきましては取り決めによりま

して記念誌の発行のみとなっております。この予算につきましても昨年度比

で１校あたり３万円の減となっております。 

次に校舎改修事業です。この事業は老朽化した校舎の学習環境の改善とし

て教育総合計画マスタープランで１年に１校の大規模改修を規定し実施して

まいりましたが、今年度末でまだ１０校ございますことから、スピードアッ
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プする必要があり、現在策定中の後期基本計画の実施計画におきまして、平

成２６年度以降は１年に２校ずつ校舎改修を行う方針が示される見込みです。

この計画が予定通り達成されますと平成３０年までに全小中学校の改修工事

が完了する計画となっております。トイレの改修工事につきましては平成１

５年度に７校の改修を行い、この後は大規模改修に合わせて改修を行ってき

ましたが今年度末現在の未改修は第八小・清明小・三中の３校となっており

ます。トイレについては臭いとか洋式便座がほとんどない現状があり、子ど

もたちが使いやすいように改修を進めてまいります。 

次に学校保健衛生の健康管理のことで、眼科医の配置が清瀬市医師会の体

制が整いましたことから、これまで順天堂大学に検診の委託をしておりまし

たが、医師会を通じて学校医が配置されます。 

次に小学校の給食事業費の食器の入れ替えでございます。食器の種類でご

ざいますが中学校では丼と小皿の食器の準備配備されており、一方、小学校

では麺類の丼と果物などの小皿がないことなどにより配膳の不都合が生じて

おります。食育を推進する観点から食器の種類を増やすと共に、素材をポリ

エチレンとナフタレート製の食器導入を３年計画で行って参りたいと考えて

おります。以上で教育総務課所管部分の説明を終わります。 

 

（稲田委員長） 

 ご質問は各所管の説明が一通り終わってからお受けしたいと思います。そ

れぞれの所管で新規事業と平成２４年度と２５年度で大きく変わっている部

分を特に説明していただければと思います。 

 

（坂田指導課長） 

 指導課の所管分についてご説明いたします。 

 指導課では平成２５年度予算の要求にあたりまして、それぞれの事業と予

算項目との適切性・整合性について見直しを行いました。また、予算の細分
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等も必要に応じて行ったところであります。それが反映された予算となって

いることをまずご承知ください。 

 ９番の教育相談センター関係経費でございます。平成２４年度の予算配当

額が３，３４０万円となっておりますが、平成２５年度は１，５００万円と

大幅な減となっております。教育相談センターに配置をされております臨床

心理士を含む市の嘱託員の報酬予算が職員課に計上されたものでございます。

実質予算に大幅な増減はありませんのでご理解いただければと思います。な

お細目にありますスクールソーシャルワーカー・学校と家庭の連携推進事

業・特別支援教育の支援員等につきましては従前と同規模でございます。 

 １０番の特色ある学校推進等事業費でございます。「自信をもって地域や保

護者から信頼を得る」というマスタープランの大きな柱を実践していくため

には自立と責任ある経営を進める必要があると指導課は考えております。こ

の理念の実現の１つの方策としまして、今年度から特色ある学校作りについ

て管理職がプレゼンテーションを行いましてその内容や妥当性を検討した上

で予算を傾斜配当する方式を取っております。本事業の予算の項目につきま

して補助金の扱いでございます。しかし適正化委員会によって補助金の取り

扱いは適切ではないとご指摘を受けた関係から、今回この資料にもお示しし

てある通り、報償費や消耗品費予算に枠組みを変更しております。管理職に

よるプレゼンテーションは２月２２日金曜日・２６日火曜日、この両日にわ

たりましてコミュニティプラザひまわりで実施します。学校関係者に限りこ

のプレゼンテーションは公開制としております。それぞれの学校が自校の資

源を使ってどのような教育活動・特色ある教育活動を展開しようとしている

のかこのプレゼンテーションでご理解いただけると思いますので、お時間の

ある委員の方はご覧いただければと思います。予算総額につきましては全年

度比５８０万円余の減額となっております。こちらにつきましては平成２４

年度予算において赤ちゃんのチカラプロジェクト若しくは学校と家庭の連携

推進事業費とが本特色ある教育活動費に含まれていましたが、予算項目の適
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切性を見直して他の科目に移したものでありますので実質はプラスマイナス

０とお考えいただければと思います。 

 次に教職員研修事業費でございます。学校力の向上、中でも教員の力量形

成は喫緊の課題であり、次年度も充実させていきたいと考えております。予

算が２８０万円の減となっておりますが、これは市費で雇用していた教育ア

ドバイザーを都費に切り替えることによって減額となっています。 

 １２番学力向上推進事業費でございます。これは言わずもがなでございま

すが全ての子ども達が学力を身に付けることは学校教育の使命であって、そ

の実現に向けた学習サポーターの活用が重要な１つの要素となっております。

今年度以上に積極的な活用を働きかけていきたいと思っております。市の学

力調査についてでございますが、ここは大幅に変更になるところでございま

す。市学力調査は平成１９年度から独自に実施をしているものですが、次年

度から国の学力調査は小６と中３で実施します。都の学力調査は小５と中２

で実施しますがこれが悉皆化、全件調査実施ということになります。また、

これまでの市の独自の調査によって本市の子ども達の学力面での課題も明ら

かになってきました。この２つの要件をふまえまして市の学力調査について

は見直しを行いました。具体的には平成２５年度は都や国がカバーしない小

学校３年生・４年生と中学１年生に限って調査を実施するものでございます。

平成２６年度以降につきましては本市の子ども達の課題、具体的に申します

と算数・数学の数学的な考え方や図形であるとか、国語であれば書く力であ

るとか、これらの課題をより詳細に分析できる調査に切り替えていくという

計画でございます。 

 ３点目の学校図書館運営サポーターでございますが、こちらは読書の清瀬

を具現化する非常に効果的な施策でございます。今年度は国の緊急雇用創出

事業費で実施してまいりました。１００%国費で実施していたものですが平

成２５年度は本予算が大幅に減額されるということで市の持ち出し予算で運

営する必要が出てまいりました。そこで先ほど説明いたしました市の学力調
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査とこれからご説明申し上げます外国人英語学習指導助手（ALT）でござい

ますが、この事業を見直して捻出した予算を本サポーター事業に振り替えた

ものでございます。平成２４年度予算は１，６００万円で業務委託を行いま

したが、平成２５年度は１，５００万と１００万円の減額となっております。

委託先との協議によって事業の質を落とさないように私どもも努力をしてま

いりたいと考えております。 

 平成２３年度より小学校の外国語活動が必修化されました。本市ではそれ

以前から小中学校に ALTを派遣し、ネイティブの発音で英語に慣れ親しむ授

業を展開して参ったところでございます。平成２４年度は小学校５・６年生

を対象にして１校あたり年間３５時間配置をしておりました。中学校におい

ては全学級に２０時間ずつ ALTを配置してまいりました。元来、小学校は担

任が指導するものであると文科省も方針を示しているところでございます。

ALT の活用は日頃の授業の成果を外国人と会話することで確認をするとい

う活用が望ましいというふうに私どもが考えていることから、平成２５年度

は小学校については各校年間１０回（月１回程度）、中学校は全学級１５時間

として差額分を図書館サポーターに充当することにしました。なお、回数が

減ってしまいますのでこちらにつきましては市民の日本人の英語サポーター

を各学校に配置してカバーしてまいりたいと考えています。予算の総額でご

ざいますが１，７００万円余の大幅な増額となっておりますが、図書館運営

サポーター予算が平成２４年度は教育総務課予算となっておりました。これ

らの事由により指導課予算となったことから増額となったものです。 

 １３番教育指導費の中学校でございますが、課外活動指導員は従前通りと

なっております。９８０万円余の減額となっておりますが。こちらは ALT

の予算を学力向上推進事業費の予算に項目替えをしたもの、もしくは部活動

の消耗品費等を特色ある学校推進予算に項目替えしたことになどによるもの

です。指導課としては平成２５年度も当たり前のことが当たり前にしっかり

とできるような学校目指して、自立と責任ある学校作りに努めてまいりたい
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と思います。以上です。 

 

（稲田委員長） 

 生涯学習スポーツ課お願いします。 

 

（岸国体準備担当部長） 

生涯学習スポーツ課についてご説明します。 

スポーツ祭東京 2013 国体本番は、９月３０日・１０月１日・１０月３日

の３日間開催されます。 

はじめに東京国体関係経費ですが、今年度、一番注目される事業経費です。

松村委員からのご質問がございましたサッカー場のライン改修３０万円につ

きまして、リハーサル大会も行いましたが、小学生用の黄色いラインがコー

ト内にひいてあります。国体サッカー場とし使用する場合にはこのラインを

消さなくてはならないため、費用を計上しております。また、サッカー場の

メインテナンスとしては、本大会前の人工芝の立ち上げとチップの充填を行

い、これで JFAの公認ピッチに見合った一番良い状態で本大会を迎えるため

の整備を行います。 

次に、国体実行委員会補助金の中で平成２５年度特に大きい PR 活動とし

て、大会当日までにカウントダウンモードを設置したいと考えております。 

続いて体育施設関係経費ですがこれは大きい変更はありません。ただ体操

用マットにつきましては、昨年オリンピックで活躍したサイード横田さんを

指導した藤島体操クラブに新体操のマットを購入し、市で管理しながら使っ

ていただきたいと考えております。 

続いてコミュニティプラザ管理運営経費ですが、こちらは清瀬市文化スポ

ーツ事業団から株式会社セイウンという会社に指定管理者が変わりました。

これにともなって指定管理料が減額になっています。この会社は総合ビルの

メインテナンスをやっている会社で、他市で総合体育館の指定管理を現在も
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行っている経験からコミュニティプラザの内の清掃関係を自前でやっていく

というあたりで指定管理料を落としているのではないかとみております。 

続きまして市民センター管理費です。こちらは今まで文化スポーツ事業団

がコミュニティプラザや地域市民センターすべてをお願いしておりましたが、

今回からは、コミュニティプラザを除いた地域市民センター等の管理を行っ

ていくことになります。下宿市民センターの外壁工事調査で１４０万円を計

上しています。あとは指定管理料です。 

次はけやきホールの管理運営経費です。けやきホールは順調に運営を行っ

ていて、自主事業も少しずつ増えています。また、市民からの要望等にもか

なり積極的に対応していただいており、今回はワイヤレスアンテナの増設を

予定しております。これはホール内でコンサート等を実施した際に場所によ

って音が途切れてしまうことがあり、例えばウィーンフィルのような大きい

ところのコンサートで使用する際、そのあたりの不具合が非常に大きな問題

となるということでアンテナを増設して対処します。また会議室の内線電話

など、細かい部分の手直しをしていく予定です。 

日本語学習支援事業につきましては、昨年で緊急雇用創出事業が終了しま

したが、平成２５年度は、市の予算による継続という形で予算は下がったも

のの青少年自立支援センターで引き続き、子ども達に対応するために予算化

しております。 

次に立科山荘管理運営費です。特に大きな変更はなく指定管理者もかわっ

ておりません。今回は暖房の工事、これは床暖房にストーブを使っておりま

すのでこれの交換に１６０万円計上しております。 

最後に生涯学習センター関係経費ですが、昨年アミューホールの壁紙を張

り替えました。今年度は床のカーペットの張替工事を実施します。かなり染

み等もありますのでこちらを張り替える工事の予算を計上しております。以

上です。 
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（稲田委員長） 

 図書館お願いします。 

 

（伊藤図書館長） 

 ほとんど大きな変更はありませんが、庁舎管理費で老朽化の著しい中央図

書館の改修の部分で、まとめての予算がつかないものですから、前年度は空

調の冷却塔改修を行いまして今年度雨漏りと揚水ポンプの改修をいたしまし

た。来年度はエレベーターの改修工事を予定しております。 

 図書館運営費につきましては総額で大きな変更はありませんが、印刷製本

費で３８万円予算計上されており、これはおすすめ図書のリストを作ること、

輪番で発行している多摩六都図書館ガイドブックを来年度は本市が発行する

番ですので予算計上しております。 

 嘱託職員の報酬につきましては来年度から職員課に計上されるということ

で４，３８６万円減額となっております。以上です。 

 

（稲田委員長） 

 郷土博物館お願いします。 

 

（森田郷土博物館長） 

 郷土博物館事業費のうち、博物館リーフレット作成費用が計上されていま

す。これまで手作りで対応して参りましたけれども、４月から民俗展示室の

展示入替えを機会に、外部に発注して良いものを作るというものでございま

す。 

 伝承事業の博物館講座の講師謝礼、また、はたおり等体験指導委託経費に

ついては例年通りでございます。 

 全体で５００万円程度の減額になっておりますけれども、同様に嘱託職員

人件費が職員課に計上されたことによるものでございます。 
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 次に特別展事業費としまして、１つは１０月に行田哲夫自然写真展を開催

する予定でございます。この方は自然写真家として活躍されている方で武蔵

野をテーマに写真を撮り続けられています。写真展の開催費と講演会、それ

からポスター・チラシの作成費等です。 

 ２つ目の特別展として来年の３月に市内在住のペーパーアート作家太田隆

司さんの作品展を開催する予定でございます。太田さんの作品の管理会社に

委託をして行うもので２８０万円の予算を計上しております。展示全般、ポ

スター５００枚、チラシ５，０００枚の作成費用が含まれています。 

 最後に文化財保全費として２４９万円計上しております。これは日枝神社

本殿の耐震工事補助金と清瀬市指定有形無形文化財耐震補助費でございます。

以上です。 

 

（稲田委員長） 

 ありがとうございました。ご質問等ありますか。詳しい説明がありました

ので、特に質問等が無ければ次に移りたいと思います。 

 次に体罰調査について。 

 

（坂田指導課長） 

体罰調査についてご報告します。大阪の桜ノ宮高校の事件を引き金に、愛

知県豊川工業高校の陸上部であったり、名古屋経済大学の高倉高校サッカー

部であったり様々な体罰に関わる報道がなされているところであります。本

日の報道では桜ノ宮高校バスケットボール部の顧問が懲戒免職となったとい

うことです。愛知県では文部科学省に先立って全ての県立高校・特別支援学

校で実態調査を行った結果、計１７３校において今年度体罰をふるって処分

された１３人のほかに５２人が体罰をふるったことが明らかになっています。

体罰は学校教育法で禁止されている違法行為でございます。にもかかわらず

全国の多くの学校で同様の事件が発生していると報道等で明らかになり、こ
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れは社会的な問題になっているところであります。東京都においても江戸川

区の中学校、都立雪谷高校・片倉高校等で体罰案件が報道されているところ

です。本市の教育委員会はもとより、文部科学省においてもこの事態を非常

に重く受け止めまして、さる１月３０日東京都の教育長から実態把握の為の

調査をすべての小中学校において実施する旨の通知がありました。お手元の

７３９号文書と７３７号文書をご覧ください。こちらに基づきまして各小中

学校に調査を行うよう通知したところでございます。７３９号文書を基にし

てご説明します。３番の調査方法をご覧ください。調査の対象は小中学校に

勤務するすべての教職員及び小中学校に在籍するすべての児童・生徒を対象

としております。教職員につきましては、非常勤講師・事務職員・用務職員

もしくは部活動の外部指導員もすべて含むものとしております。調査の方法

につきましては、教職員については１ページ目の裏面・３ページ目の裏面に

あります教職員用の質問項目に基づいて管理職からすべての教職員に対して

ヒアリングを行う方法で実施します。児童・生徒に対しては２ページ目の表

裏面と４ページ目の表面に記載されているアンケートに基づいて行います。

特に小学校児童に対するアンケート実施は十分な配慮を行わないと教師に対

する無用の不信感を植えつけたり、その後の指導に支障をきたしたりするな

どの課題がございます。東京都の教育委員会ではこの点に留意をいたしまし

て２ページ目の「より良い学校生活のために」というアンケートを１年から

６年生まで実施するという案を提示してきました。本市の判断は低中学年に

おいては東京都の判断に基づいて校長による講話・担任による趣旨説明を十

分に行ったうえで、この「より良い学校生活のために」１~４年生のアンケ

ートで調査を行うこととしました。その裏面をご覧ください。小学校５・６

年生につきましては都の案では体罰に実態把握にしては不十分な内容である

と、また発達段階から調査の目的や趣旨を十分に理解できる年齢であると判

断しまして、この資料のとおり体罰の有無を直接聞き取る内容に変更して本

市では実施することにしました。また中学校につきましては最終ページをご
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覧ください。これは東京都が提示してきた案ですが、この案を援用して調査

を実施することとします。再度 739号文書の最初のページにお戻りください。

２番に書いてある今回の調査はあくまでも暴力による体罰の調査でございま

す。基本的に長時間にわたって正座等を保持させる懲戒等有形力の行使以外

の方法により行われた懲戒や不適切な言葉による指導についてはは含まない

ものとされております。東京都からもそのような指示が出ております。した

がって今回の調査における体罰の具体的な解釈は素手で殴る・棒で殴る・蹴

る・投げる・転倒させる・殴る及び蹴る、などとすることとなっております。

本調査につきましては平成２５年３月１５日までに結果を東京都教育委員会

に報告することになっております。３月まで締め切りを伸ばしたのは中学生

の入試への影響を考慮した結果でございます。このことを受けまして本市は

全校一律日に調査を実施するのではなく、各校の判断で弾力的に日時を設定

して調査を行っていただくようにしたところです。既にいくつかの小中学校

で調査を実施もしくは終了しているところがございます。現在順次受け付け

ながら集計をしているところですが、結果については３月の定例教育委員会

でご報告することができると思います。なお、懲戒すなわち服務事故に該当

する体罰であるのか、もしくは事故として取り扱うことが適切ではない、い

きすぎた指導であるかの峻別は非常に難しいところです、私どもは各校から

報告を受けた個々の事案を十分に再調査・検討した上で適正な判断を行って

東京都教育委員会に報告してまいりたいと思います。以上です。 

 

（稲田委員長） 

 体罰調査についてご説明がありました。ご質問はありますか。３月の教育

委員会で調査の内容をまとめて報告いただけるとのことですのでよろしくお

願いいたします。 

 日程第６に移ります。今後の日程について。 
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（海老澤教育部長） 

 ３月の定例会は３月２５日金曜日に午後３時３０分より生涯学習センター

の講座室１で実施します。 

 

（稲田委員長） 

 小学校の卒業式の日ですね。場所が変わりますのでご注意ください。 

 次に、小中学校卒業式、小学校入学式が４月８日、中学校が４月９日とい

うことでよろしくお願いいたします。それぞれ参加予定をご確認ください。 

 

（森田郷土博物館長） 

 市内在住の芸術家の先生から彫刻を寄贈していただきました。現在、作品

１対２基をコミュニティプラザの中庭に設置を進めているところです。その

除幕式を開催したいと思います。日程は３月２６日の午後４時から晴天の場

合はコミュニティプラザの中庭に会場を設けます。雨天の場合は第１会議室

で除幕式を除いてセレモニーを開催したいと考えております。その後、引き

続き５時から簡単な立食形式のパーティーを開催したいと思います。会費制

で開催したいと考えております。出席者は市長・副市長・教育委員の先生方・

教育長・教育部長・岸部長・坂田参事、文化財保護審議会委員、博物館協議

会委員、それから博物館の職員で計画しております。今準備を進めています

のでご出席をお願いいたします。 

 

（稲田委員長） 

 ご質問はありますか。 

 

（東田教育長） 

 急な話ですので、予定が入っている委員の方がいらっしゃるかもしれませ

ん。 
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（稲田委員長） 

 よろしくお願いします。今後の日程について他にございますか。 

 

（東田教育長） 

 石田波郷の句碑建立に向けて動いています。それの趣意書を後ほどお渡し

します。 

 

（稲田委員長） 

 よろしいでしょうか。以上を持ちまして、平成２５年清瀬市教育委員会第 

２回定例会を閉会いたします。 
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閉会 午前 １１時 ５０分 

平成２５年 ２月 １４日 
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